
   

仕 様 書 

 

１ 業務名 

あつべつ清掃工場跡地パークゴルフ場・交流広場公衆便所総合維持管理業務  

 

２ 業務概要 

あつべつ清掃工場跡地パークゴルフ場・交流広場内公衆便所の定期的な設備維持

管理作業（応急修繕や部品交換等のほか、開放及び閉鎖作業を含む。）及び清掃を

行う。 

 

３ 履行期間 

  令和８年４月１日から令和８年 11 月 13 日まで 

 

４ 業務日時 

  詳細は別紙１「業務日程表」のとおり。 

なお、作業時間は、平日午前８時 30 分から午後５時 30 分までの間を基本とする。 

(1) 開放作業（以下⑶及び⑷を含む） 

令和８年４月 22日(水)を基本とする（オープン予定日：令和８年４月 25日(土)）。 

(2) 閉鎖作業（以下⑶及び⑷を含む） 

令和８年 11月５日(木)を基本とする（最終営業予定日：令和８年 11月３日(火)）。 

(3) 設備維持管理作業 

上記⑴及び⑵を含め、令和８年４月から 11 月までの期間で月１回（期間中計８

回）実施すること。 

 (4) 清掃作業 

上記⑴及び⑵を含め、履行期間中計 56 回実施し、作業日は中１日以上あけ 

ること。 

(5) 緊急対応作業 

委託者は、緊急対応などで、上記以外の日（平日午前８時 30 分から午後５時

30 分までの間を基本とする）に業務を指示することがあるので、対応できる体

制を整えること。



   

 

【参考】緊急対応（上記(1)～(3)以外での対応）件数  

 令和１～令和４年度 緊急対応を指示した記録なし 

 令和５年度 ２件 

・ 開放作業時に受託者が発見した設備不良への応急措置対応（４月 24 日） 

 ・ 公衆便所のソーラータイマースイッチの時間設定調整対応（ 10 月 11 日） 

 令和６年度 １件 

 ・ 開放作業時に受託者が発見した設備不良への応急措置対応（４月 24 日） 

   令和７年度 １件 

・   便器排管内の緊急点検対応（６月３日） 

５ 業務履行場所 

あつべつ清掃工場跡地パークゴルフ場・交流広場公衆便所（札幌市厚別区厚別

東３条１丁目。別紙２のとおり。） 

なお、公衆便所の形状は公衆便所図面（別紙３）のとおり。 

 

６ 業務内容 

  別紙４のとおり。 

 

７ 公衆便所の設備 

業務の対象となる公衆便所の設備の範囲は、以下のとおりである。  

(1) 電気設備は、北海道電力（株）第一次受電点以降の配線及び引込柱並びに便 

所内の配線及び機器類 

(2) 給水設備は、札幌市水道局量水器止水弁以降、衛生機器洗浄管までの給水管  

及び機器類 

(3) 衛生設備は、便器類、手洗器とそれに付随する配管と接続部品  

(4) 排水設備は、衛生器具及び排水溝から公共汚水桝までの排水管と桝類  

(5) 建築付帯設備は、ドア、ブース、天窓、軒天、天井、ガリョウ、ガラスブロッ

ク、パラペット、壁(内、外)、床、シャッター 

 

８ 業務責任者 



   

(1) 業務の履行にあたり、直接雇用関係にある者から業務責任者を定め、書面に

より、業務着手日までに委託者に通知すること。業務責任者を変更したときも

同様とする。 

(2) 業務責任者は、業務従事者に作業内容及び委託者からの指示事項等を伝え、

その周知徹底を図り、業務全体の監督・指導に努めること。 

 

９ 提出図書 

(1) 着手日までに提出するもの  

ア 業務着手届（様式１） 

イ 業務責任者（変更）通知書（様式２）  

ウ 使用車両及び従事者届（様式３）  

エ 業務日程表（様式４） 

オ 借用書（様式５） 

カ 緊急連絡体制表（任意様式）  

(2) 緊急対応など、報告すべき事案が発生した場合に速やかに作成し、翌日（当

日が委託者の休業日にあたるときは、翌開庁日）に提出するもの 

 ア 作業報告書（緊急対応）（様式６） 

必要に応じて、業務中の写真を添付すること。 

(3) 別紙役務契約約款別表に定める各期の業務を完了したときに、速やかに提出

するもの 

  ア 完了届（役務－第９号様式）（様式７） 

  イ 作業報告書・点検チェックリスト・自主点検報告書（様式８－１～８－２） 

    ※具体の提出時期と部数は、下表及び別紙４を参照のこと。  

   ウ その他委託者が必要と認める事項  

 

 

 

 

 

 



   

 

様式８－１～８－２の提出時期と部数 

  

10 委託者が支給するもの 

公衆便所に備え付けられた部品・備品・機器類（以下「部品等」という）で、

交換が必要なものは、委託者が支給するので、「部品等請求・受領書」（様式９）

により請求すること。 

ただし、設備の維持管理に一般に使われる防錆剤、ウェス、不凍液、洗浄剤、

パッキン等の消耗品は受託者の負担とする。 

 

11 委託者が貸与するもの 

期 提 出 図 書 部数 

第１期 

（4・5 月） 

様式 8-1-1 作業報告書（開放）  １ 

様式 8-1-1 作業報告書（設備維持管理）  １ 

様式 8-1-2 点検チェックリスト（開放）  １ 

様式 8-1-2 点検チェックリスト（設備維持管理）  １ 

様式 8-1-3 自主点検報告書（設備維持管理）  １ 

様式 8-2-1 作業報告書（清掃）  １ 

様式 8-2-2 自主点検報告書（清掃）  １ 

第２期 

（6・7 月） 

様式 8-1-1 作業報告書（設備維持管理）  ２ 

様式 8-1-2 点検チェックリスト（設備維持管理）  ２ 

様式 8-1-3 自主点検報告書（設備維持管理）  １ 

様式 8-2-1 作業報告書（清掃）  １ 

様式 8-2-2 自主点検報告書（清掃）  １ 

第３期 

（8・9 月） 

様式 8-1-1 作業報告書（設備維持管理）  ２ 

様式 8-1-2 点検チェックリスト（設備維持管理）  ２ 

様式 8-1-3 自主点検報告書（設備維持管理）  １ 

様式 8-2-1 作業報告書（清掃）  １ 

様式 8-2-2 自主点検報告書（清掃）  １ 

第４期 

（10・11 月） 

様式 8-1-1 作業報告書（閉鎖）  １ 

様式 8-1-1 作業報告書（設備維持管理）  １ 

様式 8-1-2 点検チェックリスト（閉鎖）  １ 

様式 8-1-2 点検チェックリスト（設備維持管理）  １ 

様式 8-1-3 自主点検報告書（設備維持管理）  １ 

様式 8-2-1 作業報告書（清掃）  １ 

様式 8-2-2 自主点検報告書（清掃）  １ 



   

業務期間中、作業に必要な鍵を貸与するので、業務着手時に「借用書」（様式５）

を提出すること。 

貸与中は鍵の紛失等に十分注意を払い責任をもって管理し、鍵の複製は行わな

いこと。 

業務期間終了後は速やかに鍵を返却すること。 

 

12 環境負荷の低減 

本業務においては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に

努めること。 

(1) 電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。  

(2) ごみ減量及びリサイクルに努めること。  

(3) 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努

めること。 

(4) 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、ア

イドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。  

(5) 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイド

ライン指定品を使用すること。 

 

13 業務の報告 

(1) 業務の進捗状況について、常に委託者の求めに応じて報告できるようにする

こと。 

(2) 業務の履行にあたり、公衆便所内施設を損傷したときは、直ちに委託者に報

告し、受託者の責任において原状復帰すること。  

(3) 業務履行場所付近に不審物と思われるものがあったときは、委託者に報告し

て指示を受けること。 

 

14 服装等 

業務従事者は、業務及び作業に適した服装等で業務を実施すること。  

また、業務従事者は常に身分証を携帯し、業務従事者であることを明示すること。 



   

15 関係法令等の順守  

業務の履行にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な実施を

図るとともに、特に以下の点について注意すること。 

(1) 公衆便所施設付近に駐車するときは，歩行者・通行車両に支障のない場所を

選ぶこと。 

歩道への乗り上げ駐車は絶対にしないこと。 

(2) 作業車から工具類等を運搬する時等、長時間駐車する場合は、周囲の状況を

確認し、安全に駐車するよう留意すること。 

 

16 その他 

  本仕様書について疑義を生じたときは、委託者と協議のうえ決定すること。  

 

17 担当課 

札幌市厚別区市民部総務企画課庶務係 

所在地：札幌市厚別区厚別中央１条５丁目３－２  

電話：011-895-2419 

担当課メールアドレス：atsu.shomu@city.sapporo.jp 

 

 

mailto:atsu.shomu@city.sapporo.jp


別紙１

2026年 2026年

日 月 火 水 木 金 土 維持 清掃 日 月 火 水 木 金 土 維持 清掃

1 2 3 4 - - 1 2 2･3

5 6 7 8 9 10 11 - - 3 4 5 6 7 8 9 4・5

12 13 14 15 16 17 18 - - 10 11 12 13 14 15 16 6・7

19 20 21 22 23 24 25 開放（1） 1 17 18 19 20 21 22 23 8・9

26 27 28 29 30 - - - 2･3 24 25 26 27 28 29 30 10･11

31 - - - - - - 12・13

2026年 2026年

日 月 火 水 木 金 土 維持 清掃 日 月 火 水 木 金 土 維持 清掃

1 2 3 4 5 6 12・13 1 2 3 4 20・21

7 8 9 10 11 12 13 14･15 5 6 7 8 9 10 11 22・23

14 15 16 17 18 19 20 16・17 12 13 14 15 16 17 18 24・25

21 22 23 24 25 26 27 18・19 19 20 21 22 23 24 25 26・27

28 29 30 - - - - 20・21 26 27 28 29 30 31 - 28・29

2026年 2026年

日 月 火 水 木 金 土 維持 清掃 日 月 火 水 木 金 土 維持 清掃

1 28・29 1 2 3 4 5 38・39

2 3 4 5 6 7 8 30・31 6 7 8 9 10 11 12 40・41

9 10 11 12 13 14 15 32・33 13 14 15 16 17 18 19 42・43

16 17 18 19 20 21 22 34・35 20 21 22 23 24 25 26 44・45

23 24 25 26 27 28 29 36・37 27 28 29 30 - - - 46・47

30 31 - - - - - 38・39

2026年 2026年

日 月 火 水 木 金 土 維持 清掃 日 月 火 水 木 金 土 維持 清掃

1 2 3 46・47 1 2 3 4 5 6 7 閉鎖（8） 54・55

4 5 6 7 8 9 10 48・49 8 9 10 11 12 13 14 - 56

11 12 13 14 15 16 17 50・51 15 16 17 18 19 20 21 - -

18 19 20 21 22 23 24 52・53 22 23 24 25 26 27 28 - -

25 26 27 28 29 30 31 54・55 29 30 31 32 33 34 35 - -

36 - - - - - - - -

維持 清掃 開放・閉鎖

2

※作業希望日に以下の印を記載の上、委託者の承認を受けること。

あつべつ清掃工場跡地パークゴルフ場・交流広場公衆便所総合維持管理業務
業 務 実 施 日 程 表

４月 ５月

６月 ７月

7

6

3

10月 11月

８月 ９月

4

5

オープン予定日(4/25)

最終営業予定日（11/3）



あつべつ清掃工場跡地パークゴルフ場・交流広場

別紙2

公衆便所



別紙３



   

別紙４ 

作 業 要 領 

 

(1) 開放作業 

  以下①から⑥、⑶及び⑷のとおり作業を行うこと。  

 ① 作業日は令和８年４月 23 日(木)を基本とする。 

 ② 閉鎖標識を取り外して操作室に格納する。  

 ③ 水道本管を開栓し、電源を入れる。  

 ④ 便器、手洗い器の給水栓を開栓する。  

 ⑤ 公衆便所設備の点検を行い、異常がある場合は修復・部品の交換を行う。回

復しないときは閉鎖した状態にして、その旨報告すること。  

 ⑥ 作業後は、「様式８－１－１」～「８－１－２」を作成すること。  

 

(2) 閉鎖作業 

  以下①から⑤、⑶及び⑷のとおり作業を行うこと。  

① 作業日は令和８年 11 月４日(水)を基本とする。 

② 公衆便所設備の点検を行い、異常がある場合は修復・部品の交換を行う。 

③ シャッターを閉鎖し、閉鎖標識を貼る。  

③ 水道給水管の止栓し、電源を遮断する。  

④ 水栓、フラッシュバルブ等の取り外し、配管内の水抜き及び不凍液の注入等

凍結防止を行う。 

⑤ 作業後は、「様式８－１－１」～「８－１－２」を作成すること。  

 

(3) 設備維持管理作業 

上記⑴及び⑵を含め、令和８年４月から 11 月までの期間で月１回（期間中計８

回）実施すること。作業後は「様式８－１－１」～「様式８－１－２」を作成す

ること。 

また、別紙役務契約約款別表に定める各期において１回自主点検を行い、点検

後は「様式８－１－３」を作成すること。 

点検により、破損等や臭気その他異常が見られたときは、応急修繕、部品交換及 



   

び落書きの除去等を行うこと。 

 

(4) 清掃作業 

【清掃作業－総則】 

・ 上記⑴及び⑵を含め、履行期間中計 56 回実施し、作業日は中１日以上あけ  

ること。 

・ 清掃は、便所を開放した状態で行うこと。   

・ 作業中は、清掃作業中である旨の表示をすること。   

・ 利用者がいる場合は、利用者の使用を優先し、利用の妨げとならないよう努

めること。  

・ 利用者への対応は、誠意をもって行うものとし、意見・要望等を聴取した場

合は、委託者に報告すること。  

・  作業終了後は「様式８－２－１」を作成するほか、各期１回自主点検を行い、

点検後は「様式８－２－２」を作成すること。 

 

【清掃作業の手順】 

① 定所清掃 

ア 建物内及び建物外周付近のごみ、空き缶、紙くず等を取り除く。  

イ 建物内、特に天井周辺の蜘蛛の巣、虫などを取り除く。  

ウ 床、入口等をホウキで掃き掃除をする。  

エ 床排水口（溝）のゴミを取り除く。  

オ  便器、手洗い器のゴミを取り除く。小便器は、目皿を取り上げ、中（下）    

のゴミを取り除く。 手が届く範囲のゴミの除去により、詰まりが解消できる

場合は実施する。 

カ  便器、手洗い器を、洗剤等を使用しブラッシングする。ブラシは、金属タ   

ワシは使用不可とし、柔らかいスチールタワシは使用可とする。 

ブラッシングは、便器縁の裏側も行う。なお、洗剤は弱酸性洗剤の使用を基  

本とする。 

キ  小便器の目皿を取り上げ、目皿本体及び排水管（縦管）をブラシ等で掃除   

する。 



   

ク ブラッシング後、水で洗い流す。  

ケ 水洗い後、ワイパー又は雑巾等で水切りする。  

コ 水切り後、乾いた雑巾又は絞った雑巾等で水分を取り除く。  

サ 床全面を濡れたモップで拭き、汚れを除去する。モップで拭いた後は、床   

に水溜まりができないようにする。 

シ 棚、取っ手、手すり等手の触れる箇所の拭き掃除をする。市民が直接手を  

触れる部分については、床や便器を清掃した雑巾や汚水等を使用しないこと。 

ス 雑巾の洗い水、洗剤の入ったバケツの水を便器の中へ捨てる。外には捨て  

ないこと。 

セ 床清掃については、月に１回以上は、上記サに代わり、洗剤を使用しデッ  

キブラシを用いてブラッシングする。ブラッシング後は、洗剤が残らないよ  

うに処理し、また、床に水溜まりがないようモップ等で水切りする。洗剤は、  

中性洗剤の使用を基本とする。 

ソ 壁、扉、配水管などに、落書きがあった場合、簡易なものは取り除く。  

タ 上記以外でも汚れている箇所があれば清掃する。  

 

② 巡回清掃 

現地の状況で汚れが少なく清掃が不要な場合は、上記①のうち、各項目を省略 

することができる。 

 

③ その他作業（定所・巡回清掃共通）  

ア 便器内、手洗器及びマンホールの詰まり、設備の故障及び破損、簡易的に除

去できない落書き等があった場合、緊急を要する場合は直ちに、それ以外は作

業終了後、委託者に連絡すること。  

イ 大便器等が使用不能の場合は、ドアの内鍵を施錠し「故障中」の表示をする。  

ウ 小便器、手洗器が使用不能の場合は、「故障中」の表示をする。  

 

④ 緊急時の清掃対応 

業務時間内に委託者から緊急に清掃の指示があった場合について、対応できる体 

制を整えること。 



   

 

(5) 緊急対応 

  業務時間内に公衆便所内において発生した事故について、対応できる体制を整え

ること。 

（具体例） 

① 給水管の破裂による水の噴出  

② 大便器内落し物  

③ 汚物の溢れ出し  

④ 異常臭気の発生  


